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一

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
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勤
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当
支
給
規
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の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
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…
…
一

大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
病
院
局
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

病
院
局
訓
令

大
分
県
病
院
局
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
病
院
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
一
号

大
分
県
病
院
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
病
院
局
公
印
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
承
認
を
受
け
て
新
調
し
、
又
は
改
刻
し
た
公
印
は
、
総
務
経
営
課
に
備
付
け
の
公
印
登
録
台
帳

（
第
一
号
様
式
）
に
登
録
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
不
用
公
印
引
継
書
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
、
総
務
経
営
課
長
」
を
「
県
立
病
院
事

務
局
総
務
経
営
課
長
（
以
下
「
総
務
経
営
課
長
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
六
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第

四
号
様
式
」
に
改
め
る
。

別
表
の
大
分
県
立
病
院
長
印
の
項
の
管
守
者
の
欄
中
「
大
分
県
立
病
院
長
」
を
「
総
務
経
営
課
長
」
に
改

め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
削
り
、
第
三
号
様
式
を
第
一
号
様
式
と
す
る
。

第
四
号
様
式
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「受

領
印

」
を
「受

領
者

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
号

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
所
長
又
は
部
長
」
を
「
所
長
、
部
長
又
は
室
長
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
第
二
条
第

二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
附
則
第
八
項
又
は
第
九
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
）
は
、
改
正
後
の
第
十
四
条
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な

令

和

五

年

号

外

五
七

三
月
三
十
一
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）
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�

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
管
理
規
程
）

一
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し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号

大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を

「
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
（
以
下
「
高
齢
者
部

分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期

間
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
附
則
第
八
項
又
は
第
九
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
）
は
、
改
正
後
の
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と

み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
病
院
局
長
が
別
に
定

め
る
。

大
分
県
病
院
局
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
四
号

大
分
県
病
院
局
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
病
院
局
に
勤
務
す
る
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
第
二
十
八

条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中

「
（
本
庁
の
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
者
に
限
る
。
）
」
及
び
「
（
課
長
の
職
務
又

は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
者
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
六
級
（
本
庁
の
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に

相
当
す
る
職
務
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
」
及
び
「
六
級
（
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る

者
を
除
く
。
）
」
を
「
五
級
」
に
、
「
総
看
護
師
長
の
」
を
「
こ
れ
に
相
当
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
（
本
庁
の
課
長
の

職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
あ
る
者
に
限
る
。
）
」
及
び
「
（
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

務
に
あ
る
者
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
「
六
級
（
本
庁
の
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る

者
を
除
く
。
）
」
及
び
「
六
級
（
課
長
の
職
務
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
務
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
」
を

「
五
級
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
）
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
改
正
後
の
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
病
院
局
長
が
別
に
定

め
る
。

大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
五
号

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
管
理
規
程
）

二



○
病
院
局
訓
令

七

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
女
性
の
臨
時
的

任
用
職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

第
十
条
に
規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合

妊
娠
満
二
十
三
週
ま
で
四
週
間
に
一
回
、

満
二
十
四
週
か
ら
満
三
十
五
週
ま
で
二
週

間
に
一
回
、
満
三
十
六
週
か
ら
分
べ
ん
ま

で
一
週
間
に
一
回
、
産
後
一
年
ま
で
そ
の

間
に
一
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ

い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
、
一
回

に
つ
き
一
日
の
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
必

要
と
認
め
る
時
間

八

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
、
従
事
す
る
業
務
が
母
体

又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
休

息
し
、
又
は
補
食
す
る
場
合

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間

九

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機

関
の
混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に

影
響
が
あ
る
場
合

正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に

お
い
て
、
一
日
を
通
じ
て
一
時
間
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
各
々
必
要
と
認
め
る
時
間

大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四

第
一
項
」
に
改
め
、
「
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
削
り
、
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
一
の
任
期
に
お
け
る
一

年
の
期
間
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
ロ
及
び
第
四
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
中
「
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
再
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
後
の
任
期
）
」
を
削

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
こ

の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
病
院
局
就
業
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
程
第
十
一
条
第
一
項
第

三
号
ロ
及
び
第
四
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
は
、
前
項
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
程
第
二
条
第

三
項
及
び
第
五
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

第
十
一
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
一
号

本

局

病

院

大
分
県
病
院
局
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
九
の
項
か
ら
十
一
の
項
」
を
「
十
二
の
項
か
ら
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
十
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
九
の
項
か
ら
十
一
の
項
」

を
「
十
二
の
項
か
ら
十
四
の
項
」
に
、
「
七
の
項
及
び
十
の
項
」
を
「
四
の
項
及
び
七
の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
十
二
の
項
を
十
五
の
項
と
し
、
同
表
の
十
一
の
項
中
「
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
表
の
十
四
の
項
と
し
、
同
表
の
十
の
項
中
「
八
の
項
」
を
「
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
十
三

の
項
と
し
、
同
表
中
九
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
八
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
同
表
の
七
の
項
中
「
女
性
の

臨
時
的
任
用
職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
女
性
職
員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
十
の

項
と
し
、
同
項
の
六
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
管
理
規
程
・
病
院
局
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

三
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七

妊
娠
中
又
は
出
産
後
一
年
以
内
の
女
性
の
会
計
年

度
任
用
職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）

が
、
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合

妊
娠
満
二
十
三
週
ま
で
四
週
間
に
一
回
、

満
二
十
四
週
か
ら
満
三
十
五
週
ま
で
二
週

間
に
一
回
、
満
三
十
六
週
か
ら
分
べ
ん
ま

で
一
週
間
に
一
回
、
産
後
一
年
ま
で
そ
の

間
に
一
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ

い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
、
一
回

に
つ
き
一
日
の
勤
務
時
間
の
範
囲
内
で
必

要
と
認
め
る
時
間

八

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
、
従
事
す
る
業
務
が
母
体

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
時
間

又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
休

息
し
、
又
は
補
食
す
る
場
合

九

妊
娠
中
の
女
性
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機

関
の
混
雑
の
程
度
が
、
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持

に
影
響
が
あ
る
場
合

勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い

て
、
一
日
を
通
じ
て
一
時
間
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
各
々
必
要
と
認
め
る
時
間

別
表
第
三
中
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
を
削
り
、
七
の
項
を
四
の
項
と
し
、
八
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同

表
の
九
の
項
中
「
十
の
項
」
を
「
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
六
の
項
と
し
、
同
表
の
十
の
項
を
同

表
の
七
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
二
号

本

局

病

院

大
分
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
病
院
局
長

井

上

敏

郎

第
十
五
条
の
二
中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
九
の
項
及
び
十
の
項
」
を
「
十
二
の
項
及
び
十
三
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
九
の
項
及
び
十
の
項
」
を
「
六
の
項
及
び
七
の
項
」
に
、
「
十
一
の
項
」
を
「
八
の
項
」
に
、
「
十

二
の
項
」
を
「
九
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
九
の
項
及
び
十
の
項
並
び
に
」
を
「
十

二
の
項
及
び
十
三
の
項
並
び
に
」
に
、
「
七
の
項
、
九
の
項
及
び
十
の
項
」
を
「
四
の
項
、
六
の
項
及
び
七

の
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
十
一
の
項
を
十
四
の
項
と
し
、
同
表
の
十
の
項
中
「
八
の
項
」
を
「
五
の
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
表
の
十
三
の
項
と
し
、
同
表
中
九
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
八
の
項
を
十
一
の
項
と
し
、
同
表
の
七

の
項
中
「
女
性
の
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
女
性
職
員
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
の
十
の
項
と
し
、
同
表
の
六
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

別
表
第
三
中
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
を
削
り
、
七
の
項
を
四
の
項
と
し
、
八
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同

表
の
九
の
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
三
条
の
健
康
診
査
」
を
「
第
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
の
六
の
項
と
し
、
同
表
中
十
の
項
を
七
の
項
と

し
、
十
一
の
項
を
八
の
項
と
し
、
十
二
の
項
を
九
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
病
院
局
訓
令
）

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

四


